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新
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マ
ン
人
と
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・
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ミ
ュ
ー
ン
―
ム
ス
リ
ム
知
識
人
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西
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経
験
と
思
想
的
展
開
―

八
九

は
じ
め
に

　
「
新
オ
ス
マ
ン
人
」（Y

eni O
sm

anlılar

）
と
は
、
一
八
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年

代
に
か
け
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
内
外
で
立
憲
運
動
や
新
文
学
運
動
を
展
開
し
た

ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
は「
タ
ン
ズ
ィ
マ
ー

ト
」（T

anzim
at

）
と
呼
ば
れ
る
近
代
化
改
革
が
進
ん
で
い
た
が
、
そ
の
有
司
専

制
的
な
改
革
路
線
に
反
発
し
た
新
オ
ス
マ
ン
人
は
、
お
も
に
新
聞
雑
誌
を
通
し
て

政
府
批
判
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
八
六
七
年
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め

と
す
る
西
欧
諸
国
へ
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
当
地
で
普
仏
戦
争
（
独
仏
戦
争

と
も
、
一
八
七
〇
～
七
一
年
）
の
勃
発
と
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
（
一
八
五
二
～

七
〇
年
）
の
崩
壊
、そ
れ
に
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
出
現
（
一
八
七
一
年
三
～
五
月
）

と
い
っ
た
出
来
事
を
実
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
上
の

大
事
件
に
際
会
し
た
新
オ
ス
マ
ン
人
は
、
そ
の
劇
的
な
西
洋
経
験
を
い
か
に
し
て

み
ず
か
ら
の
議
論
に
取
り
込
み
、
そ
の
後
の
思
想
的
展
開
の
契
機
と
し
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

新
オ
ス
マ
ン
人
の
西
洋
経
験
、
わ
け
て
も
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
の
か
か
わ
り

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
オ
ス
マ
ン
近
代
に
お
け
る
社
会
主
義
思
想

の
紹
介
な
い
し
受
容
の
嚆
矢
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
と
く

に
、
普
仏
戦
争
の
勃
発
に
際
し
て
母
国
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
帰
還
し
た
ナ
ー
ム
ク
・

ケ
マ
ル
（N

âm
ık K

em
al

、一
八
四
〇
～
八
八
年
）
や
リ
ヨ
ン
に
難
を
避
け
た
ア
リ
・

ス
ア
ー
ヴ
ィ
ー
（A

li Suavî

、
一
八
三
九
～
七
八
年
）
な
ど
と
異
な
り
、
戦
争
中

も
パ
リ
に
留
ま
っ
た
メ
フ
メ
ト
（Sağır A

hm
ed Beyzâde M

ehm
ed Em

in

、

一
八
四
三
～
七
四
年
）、
レ
シ
ャ
ト
（K

ayazâde Reşad

、
一
八
四
四
～
一
九
〇
二

年
）、
ヌ
ー
リ
ー
（M

enapirzâde M
ustafa N

uri

、
一
八
四
四
～
一
九
〇
六
年
）

の
三
人
に
つ
い
て
、
そ
の
動
向
や
帰
国
後
に
発
表
し
た
新
聞
論
説
が
注
目
さ
れ
て

き
た（
１
）。

　

し
か
し
、「
国
際
労
働
者
協
会
」（
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
や
パ
リ
・
コ

ミ
ュ
ー
ン
に
直
接
関
連
す
る
新
オ
ス
マ
ン
人
の
発
言
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
前
後
の

議
論
や
他
紙
の
報
道
に
も
留
意
す
る
と
、
彼
ら
の
関
心
が
社
会
主
義
そ
の
も
の
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
「
先
進
的
」
で
「
文
明
的
」
な
ア
イ
デ
ア
を
生

み
出
し
た
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
で
「
蛮
行
」

を
働
い
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
文
明
」
や
「
人

道
」
の
表
象
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
、植
民
地
支
配
の
主
体
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
を
区
別
し
て
議
論
を
組
み
立
て
る
ス
タ
イ
ル
は
、ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
や
ア
リ
・

新
オ
ス
マ
ン
人
と
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン

　

―
ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
西
洋
経
験
と
思
想
的
展
開
―

佐
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ス
ア
ー
ヴ
ィ
ー
の
立
憲
議
会
論
に
見
え
る
特
徴
で
あ
っ
た（
２
）。
近
年
、
一
八
七
〇
～

七
一
年
の
激
動
期
に
パ
リ
に
留
ま
っ
た
メ
フ
メ
ト
、
レ
シ
ャ
ト
、
ヌ
ー
リ
ー
に
関

す
る
実
証
研
究
が
進
み
、
彼
ら
の
議
論
を
植
民
地
主
義
批
判
言
説
と
し
て
読
み
な

お
す
可
能
性
が
開
け
つ
つ
あ
る（
３
）。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
め
ぐ
る
当
時
の
イ
ス
タ
ン
ブ

ル
の
論
壇
の
論
調
を
確
認
し
、
次
い
で
新
オ
ス
マ
ン
人
の
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を

め
ぐ
る
議
論
を
手
が
か
り
に
、
彼
ら
の
植
民
地
主
義
批
判
言
説
を
分
析
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
植
民
地
主
義
批
判
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
と
し
て
の
オ
ス
マ
ン
帝
国

の
強
国
化
を
内
外
の
ム
ス
リ
ム
同
士
の
連
帯
の
強
化
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す

る
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
思
想
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
ま
で
議
論
を
進
め
る
こ

と
に
し
よ
う
。

一
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン

（
一
）
オ
ス
マ
ン
政
府
の
反
応

　

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
め
ぐ
る
議
論
を
考
察
す
る
に

あ
た
り
、
ま
ず
は
ア
ー
リ
ー
・
パ
シ
ャ
（M

ehm
ed Em

in Â
lî Paşa

、
一
八
一
五

～
七
一
年
）
を
首
班
と
す
る
当
時
の
オ
ス
マ
ン
政
府
の
反
応
を
確
認
す
る
。

一
八
七
〇
年
七
月
に
普
仏
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
同
年
九
月
に

ス
ダ
ン
（
セ
ダ
ン
）
で
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
（
在
位
一
八
五
二
～

七
〇
年
）
を
降
し
、や
が
て
パ
リ
を
包
囲
し
た
。
ト
ロ
シ
ュ
（
一
八
一
五
～
九
六
年
）

を
首
班
と
し
て
成
立
し
た
「
国
防
政
府
」
は
抗
戦
を
試
み
た
が
、
翌
七
一
年
一
月

に
パ
リ
は
開
城
し
、五
月
に
講
和
条
約
が
結
ば
れ
た
。
こ
の
間
、七
一
年
三
月
に「
パ

リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
」
と
呼
ば
れ
る
民
衆
自
治
政
府
が
出
現
し
た
が
、
テ
ィ
エ
ー
ル

（
一
七
九
七
～
一
八
七
七
年
）
を
首
班
と
す
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
政
府
に
よ
っ
て
同
年

五
月
に
鎮
圧
さ
れ
た
。

　

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
修
史
官
ア
フ
メ
ト
・
リ
ュ
ト
フ
ィ
ー
（A

hm
ed Lütfî

、

一
八
一
七
～
一
九
〇
七
年
）
の
手
に
な
る
官
撰
年
代
記
に
よ
れ
ば
、
普
仏
戦
争
の

勃
発
に
際
し
て
「
崇
高
な
る
国
家
〔
オ
ス
マ
ン
帝
国
〕
は
武
装
中
立
の
方
針

（m
üsellehan m

eslek-i bî-tarafî

）
を
採
る
と
と
も
に
、
軍
事
力
と
軍
需
品
の
結

集
確
保
に
尋
常
な
ら
ざ
る
迅
速
さ
で
着
手
し
た（
４
）」
と
い
う
。
か
ね
て
フ
ラ
ン
ス
と

良
好
な
関
係
を
築
き
、そ
れ
を
重
要
な
政
権
基
盤
の
一
つ
と
し
て
い
た
大
宰
相
ア
ー

リ
ー
・
パ
シ
ャ
の
判
断
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
結
果
と
し
て
フ
ラ

ン
ス
側
が
敗
北
し
た
た
め
、
こ
れ
を
境
に
ア
ー
リ
ー
・
パ
シ
ャ
の
権
勢
に
翳
り
が

生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
ア
ー
リ
ー
・
パ
シ
ャ
が
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
や
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー

ン
の
動
向
に
言
及
し
た
「
大
宰
相
布
達
」（em

irnâm
e-i sâm

î

）
と
呼
ば
れ
る
文
書

が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
私
有
財
産
制
を
否
定
す
る
「
有
害
思
想
」（efkâr-ı 

m
uzırra

）を
説
く「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」（Enternasyonal

）な
る
組
織
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
に
勢
力
を
広
げ
、
そ
の
「
危
険
思
想
」（efkâr-ı vahâm

et-âsâr

）
の

影
響
を
受
け
た
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
」（kom

ün takım
ı

）
が
パ
リ
に
惨
禍
を
も
た
ら

し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、「
こ
の
有
害
集
団
（hey’et-i m

uzırra

）
が
そ
の
悪
影
響

の
範
囲
（dâ’ire-i m

efsedet

）
を
神
護
の
王
土
〔
オ
ス
マ
ン
帝
国
〕
ま
で
拡
大
す

る
こ
と
に
努
め
る
可
能
性
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
」、
オ
ス
マ
ン
政
府
と

し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
領
内
各
州
に
も
注
意
を
喚
起
す
る
、
と
さ
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れ
て
い
る（
５
）。

　

な
お
、
こ
の
文
書
の
日
付
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
二
八
九
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ウ
ー

ラ
ー
月
六
日
（
西
暦
一
八
七
二
年
七
月
一
二
日
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
執

筆
し
た
ア
ー
リ
ー
・
パ
シ
ャ
は
一
八
七
一
年
九
月
初
旬
に
没
し
て
お
り
、「
一
二
八
九

年
」
は
「
一
二
八
八
年
」
の
誤
記
な
い
し
誤
植
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
や
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
動
向
を
社
会
主
義
に
結
び

つ
け
て
警
戒
す
る
同
文
書
の
趣
旨
が
、
当
時
の
オ
ス
マ
ン
政
府
の
公
式
見
解
に
近

接
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
二
）『
洞
察
』（Basîret

）
の
報
道

　

つ
ぎ
に
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
論
壇
の
反
応
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
一
八
七
〇

年
一
月
に
創
刊
さ
れ
、
当
時
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
各
紙
の
な
か
で
最
も
さ
か
ん
に
普

仏
戦
争
関
連
の
報
道
を
お
こ
な
っ
た
ト
ル
コ
語
新
聞
『
洞
察
』
の
記
事
に
注
目
し

よ
う
。
と
い
う
の
も
、
各
紙
の
な
か
で
唯
一
プ
ロ
イ
セ
ン
の
勝
利
を
予
測
し
、
そ

れ
を
的
中
さ
せ
た
同
紙
は
、
戦
争
中
に
発
行
部
数
一
万
部
を
記
録
し
た
と
い
わ
れ
、

当
時
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
最
も
多
く
の
読
者
に
恵
ま
れ
た
大
新
聞
の
一
つ
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　
『
洞
察
』
に
お
い
て
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
関
す
る
第
一
報
は
同
紙
第
三
一
七

号
（
一
八
七
一
年
三
月
二
三
日
）
に
現
れ
た
。
五
本
の
外
電
か
ら
な
る
こ
の
記
事
は
、

以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

パ
リ
発
三
月
二
〇
日　

こ
の
夜
、
騒
乱
（ihtilâl

）
は
パ
リ
の
あ
ら
ゆ
る
方
面

に
広
が
っ
た
。
狼
藉
集
団
（gürûh-ı ihtilâl

）
は
、「
コ
ミ
ュ
ー
ン
」（kom

ün

）

つ
ま
り
上
下
す
べ
て
の
者
が
平
等
で
あ
る
と
文
字
ど
お
り
宣
言
し
て
い
る
。

「
動
産
不
動
産
を
所
有
す
る
者
に
死
を
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
る
。
彼
ら
は
現

在
の
政
府
首
脳
部
を
追
放
し
た
。
夜
か
ら
朝
に
か
け
て
砲
声
が
聞
こ
え
た
。

省
庁
は
制
圧
さ
れ
、
シ
ャ
ン
ズ
ィ
ー
将
軍
も
「
シ
ャ
ト
ー
・
ル
ー
ジ
ュ
」
と

い
う
名
の
場
所
で
拘
束
さ
れ
た
。
パ
リ
市
内
で
は
無
秩
序
（nizâm

sızlık

）

が
極
限
に
達
し
た
。
赤
旗
（kırm

ızı bayraklar

）
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
波
打

つ
よ
う
に
な
び
い
て
い
る
。
一
八
四
八
年
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
フ
ラ

ン
ス
で
か
く
も
お
ぞ
ま
し
き
事
件
（dehşet-âm

îz vak‘a

）
が
出
来
し
た
こ
と

な
ど
な
か
っ
た（
６
）。

　

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
集
う
人
び
と
を
「
狼
藉
集
団
」
と
呼
び
、
民
衆
に
よ
る

自
治
政
府
の
出
現
を
「
お
ぞ
ま
し
き
事
件
」
と
す
る
点
で
、こ
の
報
道
が
コ
ミ
ュ
ー

ン
派
に
批
判
的
な
姿
勢
、
あ
る
い
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
政
府
寄
り
の
姿
勢
を
取
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
後
も
同
様
の
論
調
の
も
と
、
同
紙
は
パ
リ
の
「
騒
乱
」

に
関
す
る
外
電
や
論
評
を
掲
載
し
つ
づ
け
た
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の

こ
ろ
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
論
壇
で
旺
盛
な
言
論
活
動
を
展
開
し
た
亡
命
ポ
ー
ラ
ン
ド

人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ハ
イ
レ
ッ
テ
ィ
ン
（H

ayreddin

、
本
名
カ
ル
ス
キ

K
arski

、
生
没
年
不
詳
）
の
論
考
で
あ
る（
７
）。
す
で
に
普
仏
戦
争
が
始
ま
る
前
か
ら

プ
ロ
イ
セ
ン
支
持
の
論
陣
を
張
っ
て
い
た
ハ
イ
レ
ッ
テ
ィ
ン
は
、
一
八
七
一
年
三

月
下
旬
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
時
評
を
『
洞
察
』
に
発
表

し
た
。
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た
と
え
ば
、
ハ
イ
レ
ッ
テ
ィ
ン
が
初
め
て
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
言
及
し
た
『
洞

察
』
第
三
一
八
号
（
一
八
七
一
年
三
月
二
四
日
）
の
論
説
は
、
今
般
の
「
恐
ろ
し

い
出
来
事
」（vekāyi‘-i m

udhişe

）
の
原
因
こ
そ
現
時
点
で
不
明
と
し
な
が
ら
も
、

現
状
の
見
取
り
図
は
オ
ル
レ
ア
ン
派
を
支
持
す
る
現
政
府
と
そ
の
反
対
派
と
の
闘

争
に
あ
る
と
し
て
、
反
対
派
の
う
ち
と
く
に
先
鋭
的
な
人
び
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

紹
介
す
る
。

オ
ル
レ
ア
ン
派
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
人
び
と
は
、
共
和
政
（hükûm

et-i 

cum
hûriyye

）
の
樹
立
を
望
む
人
び
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、「
宗

教
と
宗
派
（dîn ü m

ezheb

）、
動
産
不
動
産
の
所
有
権
（hukūk-ı tasarruf-ı 

em
lâk ü em

vâl

）、
そ
し
て
文
明
と
人
道
の
基
礎
た
る
結
婚
と
い
う
問
題

（esâs-ı m
edeniyyet ü insâniyyet olan m

âdde-i izdivâc

）
を
根
幹
か
ら

引
き
倒
し
て
損
壊
し
よ
う
と
す
る
思
想
の
た
め
に
尽
く
し
て
い
る
」。
か
か
る

思
想
を
奉
じ
る
人
び
と
は
、
当
今
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
随
所
に
存
在
す
る（

８
）。

　

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
集
う
人
び
と
を
社
会
主
義
者
と
し
て
危
険
視
す
る
点
で
、

ハ
イ
レ
ッ
テ
ィ
ン
の
議
論
は
「
大
宰
相
布
達
」
に
示
さ
れ
た
見
解
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
洞
察
』
が
当
時
の
オ
ス
マ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お

け
る
最
有
力
紙
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
が
オ
ス
マ
ン
帝
国

に
お
け
る
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
標
準
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

む
し
ろ
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
貢
献
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ハ
イ
レ
ッ

テ
ィ
ン
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
後
も
ハ
イ
レ
ッ
テ
ィ
ン
は
、『
洞
察
』
第
三
一
九
号
（
一
八
七
一
年
三
月

二
五
日
）
で
現
下
の
騒
乱
の
背
景
に
ブ
ル
ボ
ン
派
と
オ
ル
レ
ア
ン
派
と
の
対
立
が

あ
る
と
し（
９
）、
同
紙
第
三
二
二
号
（
同
年
三
月
二
九
日
）
で
は
政
府
と
民
衆
と
の
信

頼
関
係
の
有
無
が
今
般
の
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
と
の
勝
敗
を
分
け
た
と
分
析
す
る）

（1
（

。

だ
が
、
同
年
四
月
以
降
、
ハ
イ
レ
ッ
テ
ィ
ン
の
議
論
の
重
心
は
普
仏
戦
争
後
の
国

際
情
勢
の
予
測
に
移
り
、『
洞
察
』
に
お
け
る
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
関
連
の
報
道
も

漸
減
し
た）

（（
（

。
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
住
ま
う
大
多
数
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
パ
リ
・
コ

ミ
ュ
ー
ン
の
消
長
は
あ
く
ま
で
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
混
乱
の
ひ
と
こ
ま
に
す
ぎ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
同
時
期
の
『
洞
察
』
紙
上
で
パ
リ
・

コ
ミ
ュ
ー
ン
以
上
に
さ
か
ん
に
報
じ
ら
れ
た
の
は
、
つ
ぎ
に
見
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

の
動
向
で
あ
っ
た
。

（
三
）「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
を
思
量
せ
ん
」

　

一
八
三
〇
年
以
降
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
軍
事
占
領
下
に
あ
っ
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で

は
、
第
二
帝
政
の
求
心
力
低
下
に
と
も
な
い
、
フ
ラ
ン
ス
人
入
植
者
（
コ
ロ
ン
）

に
よ
る
民
政
移
行
の
要
求
が
強
ま
っ
た
。
こ
れ
を
コ
ロ
ン
に
よ
る
植
民
地
支
配
の

強
化
と
捉
え
た
現
地
ム
ス
リ
ム
の
豪
族
集
団
（
ジ
ュ
ワ
ー
ド
）
は
、
普
仏
戦
争
に

お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
敗
勢
に
乗
じ
て
叛
旗
を
翻
し
た
。
七
一
年
三
月
、
有
力
ジ
ュ

ワ
ー
ド
の
首
長
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ム
ク
ラ
ー
ニ
ー
が
武
装
蜂
起
し
、
翌
月
に
は
有
力

ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
の
一
つ
、
ラ
フ
マ
ー
ニ
ー
教
団
を
率
い
る
シ
ャ
イ
フ
・
ハ
ッ
ダ
ー

ド
父
子
が
ジ
ハ
ー
ド
を
宣
言
し
た
。
叛
乱
は
東
部
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
カ
ビ
ー
ル（
カ

ビ
リ
ー
）
地
方
を
中
心
に
拡
大
し
た
が
、
叛
乱
勢
力
は
相
互
の
連
携
を
欠
き
、
ム
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マ
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西
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九
三

ク
ラ
ー
ニ
ー
は
同
年
五
月
に
戦
死
、
ラ
フ
マ
ー
ニ
ー
教
団
も
六
月
に
降
伏
し
て
、

翌
七
二
年
一
月
ま
で
に
事
態
は
収
束
に
向
か
っ
た）

（1
（

。

　

こ
の
反
仏
蜂
起
に
つ
い
て
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
『
洞
察
』
も
い
ち
早
く
報
道
し
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
ム
ス
リ
ム
の
行
動
を
擁
護
す
る
論
陣
を
張
る
一
方
、
フ
ラ
ン
ス

が
標
榜
す
る
「
正
義
」
や
「
文
明
」
へ
の
懐
疑
を
表
明
す
る
数
編
の
論
考
を
掲
載

し
た
。
た
と
え
ば
、
同
紙
第
三
二
八
号
（
一
八
七
一
年
四
月
五
日
）
の
論
説
は
、

こ
の
蜂
起
を
「
叛
乱
」
で
は
な
く
「
自
由
」
の
た
め
の
戦
い
と
位
置
づ
け
る
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
行
動
は
、
宗
主
国
（devlet-i m

etbû‘a

）
に
対
す
る
叛

乱（‘isyân

）と
は
言
い
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、こ
れ
は
合
法
的
な
国
家（devlet-i 

m
eşrû‘a

）
に
対
す
る
叛
乱
な
ど
で
は
な
く
、
彼
ら
は
現
在
ま
で
圧
制
統
治
を

お
こ
な
っ
て
き
た
国
家
に
対
し
て
奴
隷
同
然
の
従
属
状
態
に
留
ま
る
こ
と
を

よ
し
と
せ
ず
、
自
分
た
ち
の
自
由
の
権
利
（hukūk-ı hürriyyet

）
を
み
ず
か

ら
の
手
で
つ
か
も
う
と
立
ち
上
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。〔
中
略
〕
フ
ラ
ン
ス
人

が
、
自
分
た
ち
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
で
制
圧
し

た
諸
国
に
正
義
（‘adâlet

）
を
広
め
て
い
る
の
だ
、
な
ど
と
言
っ
て
い
る
な

ら
言
わ
せ
て
お
く
が
よ
い
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
は
そ
の
よ
う
な
正
義
な
ど
か

つ
て
目
に
し
た
こ
と
も
な
く
、
こ
れ
か
ら
目
に
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
み

ず
か
ら
〔
正
義
を
〕
目
に
す
る
道
に
踏
み
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
真
理

と
正
義
（hakk u ‘adl

）
に
適
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

　
『
洞
察
』
の
論
者
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
ム
ス
リ
ム
の
反
仏
蜂
起
を
正
戦
と
し
て

支
持
す
る
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
標
榜
す
る
「
正
義
」
な
い
し
は
「
文
明
」

に
疑
い
の
目
を
向
け
る
。
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
史
研
究
者
の
平
野
千
果
子
に
よ
れ
ば
、

「
文
明
化
」
の
概
念
が
植
民
地
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
化
し
た
の
は
、
一
九
世

紀
前
半
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
征
服
戦
争
の
過
程
を
通
し
て
で
あ
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
と
す

れ
ば
、『
洞
察
』
の
論
者
は
こ
の
転
換
を
正
し
く
捉
え
、「
文
明
化
の
使
命
」
の
核

心
に
あ
る
植
民
地
主
義
を
看
取
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
ム
ス
リ
ム
に
寄
り
添
う
『
洞
察
』
の
報
道
姿
勢
は
、

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
ム
ス
リ
ム
住
民
の
義
憤
を
喚
起
し
た
。
き
っ
か
け
は
、
同
紙
第

三
七
三
号
（
一
八
七
一
年
五
月
二
五
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
を

思
量
せ
ん
」
と
題
す
る
無
署
名
論
説
で
あ
る
。
前
述
の
同
紙
第
三
二
八
号
の
論
考

と
同
じ
く
、
こ
の
論
説
も
彼
ら
の
行
動
を
「
自
由
」（hürriyyet

）
の
た
め
の
義
挙

と
し
た
上
で
、「
実
の
と
こ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
民
族

的
権
利
（hukūk-ı m

illiyyet

）
を
重
視
し
た
た
め
し
な
ど
な
い
の
だ
が
、ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
人
ほ
ど
そ
の
権
利
を
足
蹴
に
さ
れ
た
例
も
な
い）

（1
（

」
と
説
き
、
こ
の
状
況
に
警

告
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
み
で
あ
る
と
し
て
論
を
結
ぶ
。

　

こ
の
論
説
が
現
れ
て
か
ら
二
日
後
の
『
洞
察
』
第
三
七
五
号
（
一
八
七
一
年
五

月
二
七
日
）
に
、
同
紙
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
め
ぐ
る
報
道
姿
勢
に
謝
意
を
表
す
る

投
書
が
掲
載
さ
れ
た）

（1
（

。
投
書
の
主
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
さ
え
「
万
国
イ
ス
ラ
エ
ル

同
盟
」（A

lliance Israélite U
niverselle

、
一
八
六
〇
年
設
立
）
と
い
う
超
域
的

な
互
助
組
織
が
あ
る
の
だ
か
ら
、「
わ
れ
わ
れ
、
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ー
ム
の
偉
大
な
る

宗
教
共
同
体
」（biz ya‘ni m

illet-i m
u‘azzam

a-i İslâm
iyye

）
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

を
助
け
な
い
理
由
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
世
論
を
喚
起
す
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九
四

る
『
洞
察
』
に
感
謝
す
る
。
続
い
て
議
論
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
ム
ス
リ
ム
の
義
挙

を
「
野
蛮
」
な
行
動
と
し
て
非
難
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
態
度
に
移
り
、
そ
も
そ

も
イ
ス
ラ
ー
ム
は
「
野
蛮
」
な
宗
教
で
は
な
い
と
し
て
、以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
（İslâm

iyyet

）
は
野
蛮
（vahşiyyet

）
だ
と
い
う
の
か
。
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
人
も
野
蛮
だ
と
い
う
の
か
。
断
じ
て
否
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の

偉
大
な
る
宗
教
共
同
体
は
、
い
か
な
る
と
き
も
蛮
行
を
働
く
こ
と
は
な
か
っ

た
。
純
粋
に
政
治
目
的
で
お
こ
な
っ
た
戦
争
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
啓
典
の

民
（ehl-i kitâb

）
の
信
仰
（diyânet

）
を
破
壊
す
る
た
め
に
戦
端
を
開
い
た

こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
も
こ
の
例
に
従
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

も
し
も
ム
ス
リ
ム
が
宗
教
（dîn

）
の
た
め
に
戦
端
を
開
い
て
い
た
ら
、
ル
ー

メ
リ
〔
バ
ル
カ
ン
半
島
〕
方
面
は
言
う
に
及
ば
ず
、
エ
ジ
プ
ト
や
シ
リ
ア
な

ど
の
ア
ラ
ブ
地
域
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
住
民
が
現
在
ま
で
自

分
た
ち
の
信
仰
を
保
持
す
る
こ
と
な
ど
で
き
た
だ
ろ
う
か）

（1
（

。

　

投
書
の
主
は
、
多
種
多
様
な
信
仰
の
保
持
を
許
容
し
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
、

わ
け
て
も
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
歴
史
を
読
者
に
想
起
さ
せ
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が

決
し
て
「
野
蛮
」
な
宗
教
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。『
洞
察
』
が
称
え
ら
れ
た

の
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
偏
見
や
誤
解
を
正
そ
う
と
す
る

姿
勢
が
評
価
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
な
お
、こ
の
投
書
に
対
し
て『
洞
察
』

は
二
日
後
に
返
礼
の
広
告
記
事
を
掲
載
し
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
混
乱
の
さ
な
か
、

帝
政
の
象
徴
と
さ
れ
た
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
広
場
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
円
柱
像
が
引
き
倒

さ
れ
た
事
件
ほ
ど
に
も
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
状
況
に
関
心
を
示
さ
な
い
フ
ラ
ン
ス
人

の
態
度
を
難
じ
て
い
る）

（1
（

。

　

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
反
仏
蜂
起
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
は
パ

リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
出
現
に
揺
れ
て
い
た
。『
洞
察
』
と
読
者
と
の
や
り
取
り
か
ら

は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ム
ス
リ
ム
が
二
つ
の
出
来
事
の
推
移
を
注
視
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
文
明
国
フ
ラ
ン
ス
と
植
民
地
保
有
国
フ
ラ
ン
ス
と
の
二
面
性
を
看
取
し
、

む
ろ
ん
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
事
態
を
重
く
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
事
実
、
こ
う

し
た
世
論
の
動
向
を
察
知
し
た
『
洞
察
』
は
、
そ
の
後
も
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
関
連
の

報
道
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
当
地
の
地
勢
や
歴
史
を
紹
介
す
る
連
載
記
事
を
開

始
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
世
論
の
喚
起
を
図
っ
た
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

二
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
擁
護
か
ら
植
民
地
主
義
批
判
へ

（
一
）『
警
告
』（‘İbret

）
に
集
う
人
び
と

　

で
は
、
同
時
期
に
パ
リ
に
滞
在
し
、
普
仏
戦
争
や
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
直
接

際
会
し
た
新
オ
ス
マ
ン
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
内
外
の
一
連
の
出
来
事
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
、
論
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
新
オ
ス
マ
ン
人
の
動
向
に
つ
い

て
は
、
若
い
こ
ろ
か
ら
彼
ら
と
行
動
を
と
も
に
し
た
思
想
家
に
し
て
出
版
人
の
エ

ビ
ュ
ッ
ズ
ィ
ヤ
ー
・
テ
ヴ
フ
ィ
ク
（Ebüzziyâ T

evfik

、一
八
四
九
～
一
九
一
三
年
）

が
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
青
年
ト
ル
コ
人
革
命
後
に
発
表
し
た
「
新
オ
ス
マ
ン
人
の

歴
史
」
と
題
す
る
回
想
に
詳
し
い
。
そ
こ
に
は
、
普
仏
戦
争
の
勃
発
に
際
し
て
新

オ
ス
マ
ン
人
が
と
っ
た
行
動
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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西
洋
経
験
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的
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九
五

ケ
マ
ル
・
ベ
イ
は
宣
戦
布
告
と
と
も
に
パ
リ
が
混
乱
状
態
に
陥
っ
た
の
で
、

ヌ
ー
リ
ー
・
ベ
イ
と
一
緒
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
退
い
た
。
レ
シ
ャ
ト
は
、
か

の
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
家
の
一
員
た
る
旧
知
の
若
い
伯
爵
の
た
っ
て
の
招

き
に
応
じ
て
、
シ
ャ
ラ
ン
ト
に
あ
る
城
館
の
客
と
な
っ
た
。
メ
フ
メ
ト
・
ベ

イ
は
、
か
ね
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
『
革
命
』（İnkılâb

）
紙
の
発
行
に
勤
し
ん
で

い
た）

11
（

。

　

オ
ス
マ
ン
政
府
の
言
論
弾
圧
を
避
け
て
西
欧
諸
国
に
渡
っ
た
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ

ル
は
、
こ
の
あ
と
帝
国
領
内
で
の
言
論
活
動
の
自
粛
を
条
件
に
帰
国
を
許
さ
れ
、

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
去
っ
た
。
一
方
、
残
さ
れ
た
ヌ
ー
リ
ー
、
レ
シ
ャ
ト
、
メ
フ
メ

ト
は
、
一
八
七
一
年
九
月
に
第
二
帝
政
が
崩
壊
し
て
「
国
防
政
府
」
が
成
立
す
る

と
パ
リ
に
結
集
し
、
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
通
り
の
ア
パ
ー
ト
に
居
を
定
め
た
。
そ
し

て
「
国
防
政
府
」
の
義
勇
兵
と
な
り
、
パ
リ
包
囲
戦
を
経
験
し
た
と
い
う
。

当
時
そ
れ
ぞ
れ
二
二
歳
、
二
四
歳
、
二
六
歳
で
あ
っ
た
ヌ
ー
リ
ー
、
レ
シ
ャ
ト
、

メ
フ
メ
ト
の
各
氏
は
、「
国
防
政
府
」
に
願
い
出
て
自
分
た
ち
を
義
勇
兵

（gönüllü

）に
登
録
し
て
も
ら
い
、多
く
の
貴
顕
の
子
弟
と
と
も
に
教
育
相
デ
ュ

リ
ュ
イ
の
麾
下
に
入
り
、
要
塞
に
派
遣
さ
れ
た
。
互
い
に
離
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
こ
の
三
人
の
同
志
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
か
ら
「
ト
ル
コ
人
三
人
組
」（Ü

ç 

T
ürkler

）
の
名
が
与
え
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
ど
こ
に
榴
散
弾
や
砲
弾
が

落
下
し
て
多
く
の
負
傷
者
が
出
よ
う
と
も
、
こ
の
三
人
の
同
志
は
た
だ
ち
に

そ
こ
に
現
れ
て
負
傷
者
の
救
護
に
あ
た
り
、
彼
ら
を
野
戦
病
院
に
搬
送
す
る

手
助
け
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る）

1（
（

。

　

実
際
、
レ
シ
ャ
ト
が
記
し
た
と
さ
れ
る
義
勇
兵
登
録
の
た
め
の
嘆
願
書
の
草
稿

が
残
っ
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
後
述
の
と
お
り
、
レ
シ
ャ
ト
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
帰
還
後

に
参
加
し
た
『
警
告
』
紙
上
で
、
当
時
パ
リ
に
滞
在
し
て
い
た
と
み
ず
か
ら
公
言

す
る
。
一
方
、
晩
年
の
ヌ
ー
リ
ー
と
懇
意
に
し
て
い
た
官
僚
に
し
て
伝
記
編
纂
者

の
イ
ブ
ニ
ュ
ル
エ
ミ
ン
（İbnülem

in M
ahm

ud K
em

al İnal

、
一
八
七
一
～

一
九
五
七
年
）
が
記
し
、
近
年
シ
ェ
ム
セ
ッ
テ
ィ
ン
・
シ
ェ
ケ
ル
に
よ
っ
て
本
格

的
に
紹
介
さ
れ
た
評
伝
に
は
、
ヌ
ー
リ
ー
が
当
時
パ
リ
に
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、

簡
略
な
が
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

ズ
ィ
ヤ
ー
・
パ
シ
ャ
と
ケ
マ
ル
・
ベ
イ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
逃
亡
す
る
と
、
ヌ
ー

リ
ー
・
ベ
イ
も
彼
ら
の
あ
と
を
追
っ
た
。
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
で
多
く
の
時
を

過
ご
し
た
。
独
仏
戦
争
〔
普
仏
戦
争
〕
の
と
き
に
は
パ
リ
に
い
て
、〔
プ
ロ
イ

セ
ン
軍
に
よ
る
〕
包
囲
下
に
留
ま
っ
た
。〔
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
〕
一
二
八
九
年
に
同

志
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
還
し
た）

11
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
も
近
年
ブ
ラ
ー
ク
・
オ
ナ
ラ
ン
が
発
見
し
た
国
防
政
府
軍
の

部
隊
登
録
簿
に
は
、
メ
フ
メ
ト
（
メ
フ
メ
ト
・
エ
ミ
ン
）
の
名
し
か
見
え
な
い）

11
（

。

か
ね
て
エ
ビ
ュ
ッ
ズ
ィ
ヤ
ー
の
回
想
に
は
誤
解
や
粉
飾
が
少
な
か
ら
ず
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
レ
シ
ャ
ト
や
ヌ
ー
リ
ー
の
動
向
に
つ
い
て
も
事
実
と
異
な
る
叙
述
が
採

ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
当
事
者
な
い
し
そ
れ
に
近
し
い
人
び
と
に
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よ
る
証
言
も
一
概
に
捨
て
が
た
い
。
こ
こ
で
は
、
義
勇
兵
登
録
の
真
偽
を
め
ぐ
る

詮
索
は
お
こ
な
わ
ず
、
メ
フ
メ
ト
、
レ
シ
ャ
ト
、
ヌ
ー
リ
ー
の
三
人
が
当
時
パ
リ

に
い
た
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
二
）
レ
シ
ャ
ト
と
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン

　

一
八
七
一
年
九
月
に
ア
ー
リ
ー
・
パ
シ
ャ
が
没
し
、
メ
フ
メ
ト
の
叔
父
に
あ
た

る
マ
フ
ム
ト
・
ネ
デ
ィ
ム
・
パ
シ
ャ
（M

ahm
ud N

edim
 Paşa

、
一
八
一
八
～

八
三
年
）
が
大
宰
相
に
な
る
と
、
く
だ
ん
の
三
人
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
帰
還
し
た
。

こ
の
う
ち
メ
フ
メ
ト
の
そ
の
後
の
足
取
り
は
判
然
と
せ
ず
、
七
四
年
に
没
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
七
一
年
末
な
い
し
七
二
年
初
頭
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

に
帰
還
し
た
レ
シ
ャ
ト
と
ヌ
ー
リ
ー
は
、
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
と
合
流
し
て
同
年

六
月
に
ト
ル
コ
語
新
聞
『
警
告
』
を
発
刊
し
た）

11
（

。
新
オ
ス
マ
ン
人
が
み
ず
か
ら
の

西
洋
経
験
に
基
づ
い
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
人
び
と
に
議
論
を
発
信
し
た
の
は
、
こ

の
『
警
告
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

創
刊
ま
も
な
い『
警
告
』紙
上
で
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
関
す
る
発
言
を
お
こ
な
っ

た
の
は
、
レ
シ
ャ
ト
と
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
で
あ
る
。
と
く
に
レ
シ
ャ
ト
は
、
同

紙
第
三
号
（
一
八
七
二
年
六
月
一
八
日
）
に
そ
の
名
も
「
市
庁
舎
派
」
と
題
す
る

署
名
論
説
を
発
表
し
、
パ
リ
の
市
庁
舎
に
拠
っ
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
の
主
張
と
行
動

を
実
体
験
に
基
づ
い
て
解
説
し
、
擁
護
し
た）

11
（

。

　

レ
シ
ャ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
説
は
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
す
る
誤
解
、
わ

け
て
も
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
の
人
び
と
を
「
財
産
と
女
性
を
共
有
す
る
徒
党
」（iştirâk-i 

em
vâl ve ‘ayâl m

ezhebi

）
と
す
る
誤
解
を
払
拭
す
べ
く
執
筆
さ
れ
た
と
い
う）

11
（

。

実
際
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
大
宰
相
ア
ー
リ
ー
・
パ
シ
ャ
や
『
洞
察
』
は
、

コ
ミ
ュ
ー
ン
派
を
私
有
財
産
制
や
婚
姻
制
度
に
異
を
唱
え
る
「
有
害
集
団
」
と
し

て
警
戒
し
た
。
一
八
七
一
年
五
月
下
旬
の
「
血
の
週
間
」
を
経
て
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー

ン
が
崩
壊
し
た
直
後
か
ら
、
虚
実
入
り
混
じ
り
な
が
ら
噴
出
す
る
「
反
コ
ミ
ュ
ー

ン
神
話
」
に
対
し
て
、「
マ
ル
ク
ス
を
は
じ
め
各
地
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
支
持
者
た
ち
は
、

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
正
確
な
事
実
と
意
義
を
ひ
ろ
め
る
よ
う
精
力
的
な
活
動
を

展
開
し
た
」
と
い
わ
れ
る）

11
（

。
さ
す
が
に
マ
ル
ク
ス
と
は
政
治
的
に
も
思
想
的
に
も

立
場
を
異
に
し
た
と
は
い
え
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
混
乱
を
実
見
し
た
新
オ
ス

マ
ン
人
も
、こ
う
し
た
流
れ
の
一
端
に
連
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
レ
シ
ャ
ト
は
、

コ
ミ
ュ
ー
ン
派
の
意
図
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
騒
動
（kom

ün ihtilâli

）
は
西
暦
〔
一
八
〕

七
一
年
の
諸
事
件
の
な
か
で
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
当
時
わ
れ

わ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
、
本
件
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が

調
査
し
、
目
撃
し
た
こ
と
ど
も
を
申
し
述
べ
る
こ
と
は
、
人
び
と
の
利
益
に

適
う
も
の
と
考
え
た
。
一
八
七
一
年
三
月
一
八
日
、
狼
藉
者
た
ち
（erbâb-ı 

ihtilâl

）
が
パ
リ
で
統
治
の
手
綱
を
握
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
政

府
が
実
力
行
使
に
出
る
や
真
理
と
自
由
（hakk u hürriyyet

）
を
守
る
べ
く

武
器
を
手
に
し
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
共
和
政
（cum

hûriyyet

）
を
維

持
し
、
こ
う
し
て
将
来
を
安
か
ら
し
め
る
こ
と
で
、
こ
の
二
〇
年
来
、
帝
政

の
せ
い
で
圧
政
と
悪
徳
に
よ
り
朽
ち
果
て
る
ほ
ど
に
達
し
て
し
ま
っ
た
フ
ラ

ン
ス
を
再
興
せ
ん
と
の
意
図
か
ら
発
し
た
、
中
枢
打
破
の
主
張
（bir fekk-i 
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）
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

つ
ぎ
に
レ
シ
ャ
ト
は
、
実
体
験
に
基
づ
い
て
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
の
主
張
や
行
動
に

ま
つ
わ
る
誤
解
を
訂
正
す
る
。
い
わ
く
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
は
私
有
財
産
制
を
否
定

せ
ず
、
家
族
や
女
性
の
共
有
も
お
こ
な
わ
な
い
。
こ
の
点
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
政
府

の
行
政
長
官
テ
ィ
エ
ー
ル
も
確
認
し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
側
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

政
府
側
か
ら
取
っ
た
人
質
を
処
刑
し
た
こ
と
や
、
パ
リ
陥
落
時
に
火
災
が
発
生
し

た
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
政
府
側
の
落
度
に
起
因
す
る
、
と）

11
（

。

　

こ
う
し
て
レ
シ
ャ
ト
は
、「
コ
ミ
ュ
ー
ン
側
は
極
め
て
公
正
な
動
き
（gāyet ‘âdil 

bir fi‘l

）
を
と
り
、
テ
ィ
エ
ー
ル
の
共
和
政
は
極
め
て
不
正
な
行
動
（gāyet 

zâlim
âne bir hareket

）
に
出
て
い
る）

1（
（

」
と
し
て
、ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
政
府
を
非
難
し
、

コ
ミ
ュ
ー
ン
派
を
擁
護
す
る
。注
目
す
べ
き
は
、こ
の
鮮
や
か
な
対
比
が
、ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
に
対
す
る
両
者
の
対
応
の
違
い
を
論
じ
る
際
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。コ

ミ
ュ
ー
ン
政
権
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
住
民
が
フ
ラ
ン
ス
人
と
人
種
上
も

宗
教
上
も
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
（hem

-cins ve hem
-m

ezheb 

olm
adıklarıyçun

）、
そ
の
独
立
（istiklâl

）
を
宣
言
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
テ
ィ

エ
ー
ル
氏
の
政
府
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
武
器
を
手
に
し
た
祖
国
を
愛
す
る

人
び
と
（vatanperverler

）
の
う
ち
愛
国
的
な
防
衛
（m

üdâfa‘a-i 

ham
iyyetkârâne

）
を
勝
ち
取
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
一
村
の
住
民
を
全

員
、
生
き
た
ま
ま
火
あ
ぶ
り
に
し
た
の
だ）

11
（

！

　

コ
ミ
ュ
ー
ン
政
権
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
「
独
立
」
を
認
め
た
か
否
か
に
つ
い
て
、

本
稿
で
は
判
断
す
る
材
料
が
な
い
。
一
方
、「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
武
器
を
手
に
し
た

祖
国
を
愛
す
る
人
び
と
」
と
は
、
前
節
で
触
れ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ム
ク
ラ
ー
ニ
ー

ら
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
レ
シ
ャ
ト
も
『
洞
察
』
と
同
じ
く
、

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
混
乱
と
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
反
仏
蜂
起
と
に
揺
れ
る
フ
ラ
ン

ス
の
二
面
性
を
衝
き
、「
文
明
国
」
フ
ラ
ン
ス
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
働
く
「
蛮
行
」

を
難
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
見
た
レ
シ
ャ
ト
の
議
論
は
、
こ
の
あ
と
二
つ
の
方
向
に
波
紋
を
広
げ
て

い
く
。
一
つ
は
、
こ
れ
が
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
め
ぐ
る
正
確
な
理
解
の
必
要
性
、

お
よ
び
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
擁
護
の
世
論
を
少
な
か
ら
ず
喚
起
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
新
オ
ス
マ
ン
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸

地
域
で
の
植
民
地
支
配
を
批
判
す
る
議
論
、
つ
ま
り
植
民
地
主
義
批
判
を
先
鋭
化

さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
展
開
に
つ
い
て
は
次
項
に
譲
り
、
ま
ず
は
前
者
の

展
開
を
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

　
『
警
告
』
第
三
号
の
レ
シ
ャ
ト
の
論
説
に
い
ち
早
く
反
応
し
、
そ
の
議
論
に
賛
意

と
謝
意
を
表
し
た
の
は
『
洞
察
』
で
あ
っ
た
。『
洞
察
』
第
六
五
三
号
（
一
八
七
二

年
六
月
二
一
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
「『
警
告
』
に
謝
す
」
と
題
す
る
記
事
は
、『
警
告
』

が
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
め
ぐ
る
誤
解
を
正
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と

も
に
、「
市
庁
舎
派
〔
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
〕
が
野
蛮
人
（vahşî

）
で
あ
り
、
自
由
の

た
め
の
闘
争
が
野
蛮
な
戦
い
だ
と
す
る
な
ら
、
世
界
で
文
明
人
（m

edenî

）
の
名

に
値
す
る
人
間
な
ど
い
る
の
だ
ろ
う
か）

11
（

」
と
し
て
、「
文
明
」
の
見
地
か
ら
コ
ミ
ュ
ー

ン
派
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。
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前
節
で
確
認
し
た
と
お
り
、
ハ
イ
レ
ッ
テ
ィ
ン
が
健
筆
を
ふ
る
っ
て
い
た
こ
ろ

は
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
に
批
判
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
『
洞
察
』
も
、
こ
の
時
期
に

は
そ
れ
を
擁
護
す
る
論
調
に
転
じ
て
い
る
。
当
時
の
同
紙
の
主
筆
は
、
新
オ
ス
マ

ン
人
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ
ト
（A

hm
ed 

M
idhat

、
一
八
四
四
～
一
九
一
二
年
）
で
あ
っ
た
。
ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ
ト
は
「
文

明
」（m

edeniyyet
）
と
「
未
開
」（bedeviyyet

）
を
め
ぐ
る
論
考
を
多
く
残
し

て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
同
紙
の
論
調
の
変
化
に
関
係
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
如
上
の
『
洞
察
』
の
謝
辞
に
対
し
て
、『
警
告
』
第
七
号
（
一
八
七
二
年
六

月
二
三
日
）
に
レ
シ
ャ
ト
の
署
名
入
り
で
返
礼
の
広
告
記
事
が
掲
載
さ
れ
た）

11
（

。

　

一
方
、
レ
シ
ャ
ト
の
論
説
に
は
批
判
も
寄
せ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
当
時
イ
ス

タ
ン
ブ
ル
で
発
行
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞『
フ
ァ
ー
ル
・
デ
ュ
・
ボ
ス
フ
ォ
ー

ル
』（Phare du Bosphore

）
が
、
こ
の
論
説
を
含
む
『
警
告
』
の
論
調
を
難
じ
る

記
事
を
掲
載
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
シ
ャ
ト
は
主
筆
の
ナ
ー
ム
ク
・

ケ
マ
ル
と
連
名
で
『
警
告
』
第
八
号
（
一
八
七
二
年
六
月
二
五
日
）
に
反
論
記
事

を
掲
載
し
た）

11
（

。
教
育
問
題
や
外
交
問
題
と
並
ん
で
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
擁
護
の
報

道
姿
勢
に
批
判
を
受
け
た
と
す
る
『
警
告
』
は
、『
フ
ァ
ー
ル
・
デ
ュ
・
ボ
ス
フ
ォ
ー

ル
』
の
取
材
能
力
を
あ
げ
つ
ら
う
と
と
も
に
、
レ
シ
ャ
ト
の
論
説
が
彼
自
身
の
実

体
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
駁
を
試
み
た
。

『
フ
ァ
ー
ル
・
デ
ュ
・
ボ
ス
フ
ォ
ー
ル
』
が
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
発
行
さ
れ
て
い

る
各
紙
か
ら
得
て
い
る
情
報
の
精
度
に
か
ん
が
み
て
、
同
紙
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
生
じ
た
出
来
事
に
通
じ
て
い
る
と
は
ど
う
に
も
信
じ
が
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

同
紙
に
以
下
の
こ
と
を
告
げ
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
同
紙
が
言
及
す
る
〔『
警

告
』
第
三
号
の
〕
論
説
の
記
者
〔
レ
シ
ャ
ト
〕
は
、
ま
だ
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
側

の
圧
政
の
武
器
に
よ
り
流
さ
れ
た
血
が
道
々
に
残
っ
て
い
る
あ
い
だ
も
パ
リ

に
い
た
。
裁
判
に
お
い
て
、
市
庁
舎
派
〔
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
〕
を
追
及
し
た
り

擁
護
し
た
り
す
る
弁
護
人
た
ち
の
声
を
聞
い
た
。
双
方
の
主
張
を
そ
れ
ぞ
れ

に
支
持
す
る
各
紙
を
読
ん
だ）

11
（

。

　

レ
シ
ャ
ト
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
の
裁
判
を
傍
聴
し
た
と
い
う
記
述
も
興
味
深
い
が
、

こ
こ
で
は
創
刊
ま
も
な
い『
警
告
』が
、新
オ
ス
マ
ン
人
の
劇
的
な
西
洋
経
験
を「
売

り
」
に
し
つ
つ
、「
文
明
」
の
見
地
か
ら
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
擁
護
の
論
陣
を
張
り
、

世
論
の
喚
起
を
図
っ
た
点
を
確
認
し
て
お
こ
う）

11
（

。
で
は
、
そ
の
「
文
明
」
の
唱
道

者
で
あ
る
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
同
時
に
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
で
働

い
た
と
さ
れ
る
「
蛮
行
」
を
め
ぐ
り
、
新
オ
ス
マ
ン
人
の
議
論
は
い
か
な
る
展
開

を
見
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
三
）「
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
論
策
」

　

前
項
で
指
摘
し
た
と
お
り
、『
警
告
』
第
三
号
の
レ
シ
ャ
ト
の
論
説
か
ら
生
じ
た

も
う
一
つ
の
波
紋
と
し
て
、
新
オ
ス
マ
ン
人
が
植
民
地
主
義
批
判
を
強
め
た
点
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
議
論
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
や
は
り
レ
シ
ャ
ト
で

あ
っ
た
。
同
紙
第
六
号
（
一
八
七
二
年
六
月
二
一
日
）
に
「
国
際
法
」
と
題
す
る

論
説
を
発
表
し
た
レ
シ
ャ
ト
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
洋
に
お
け
る
国
際
法

思
想
の
歴
史
を
概
観
し
た
後
、
そ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
採
る



佐
々
木　

紳　

新
オ
ス
マ
ン
人
と
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
―
ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
西
洋
経
験
と
思
想
的
展
開
―

九
九

ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
批
判
す
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
同
士
で

通
用
し
て
い
る
は
ず
の
国
際
法
が
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
地
域
と
の
関
係
で
は

適
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。こ
の
点
を
衝
く
レ
シ
ャ
ト
の
筆
鋒
は
鋭
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、国
際
法
（hukūk beyne’l-üm

em

）
は
あ
ら
ゆ
る
国
民
（m

illet

）

の
あ
い
だ
に
、
そ
し
て
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
通
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

否
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
が
イ
ン
ド
に
お
い
て
、ま
た
フ
ラ
ン
ス
人
が
以
前
に
、

あ
る
い
は
先
年
も
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
民
に
加
え
な

か
っ
た
圧
制
や
攻
撃
な
ど
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
イ
ン
ド
人
を
生
き
た

ま
ま
ヒ
ア
リ
（kırm

ızı karınca

）
の
巣
穴
に
落
と
し
入
れ
、
フ
ラ
ン
ス
人
は

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
を
生
き
な
が
ら
炎
に
投
げ
入
れ
て
殺
し
た
の
で
あ
る
！　

こ
う
し
た
こ
と
ど
も
を
報
じ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
両
国
の
新
聞
で
あ
る
。

否
定
で
き
る
も
の
な
ら
し
て
み
る
が
よ
い）

11
（

！

　

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
火
あ
ぶ
り
の
描
写
は
、『
警
告
』
第
三
号
の
レ
シ
ャ
ト
の
論

説
に
も
登
場
し
た
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
ヒ
ア
リ
の
巣
穴
」
を
用
い
た
拷
問
の
描

写
は
、
後
述
す
る
ヌ
ー
リ
ー
の
論
策
の
な
か
に
も
現
れ
る
。
こ
こ
で
レ
シ
ャ
ト
は
、

そ
う
し
た
「
蛮
行
」
を
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
で
働
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
、
は
た
し

て
「
文
明
」
の
産
物
た
る
国
際
法
を
語
る
資
格
な
ど
あ
る
の
か
と
問
う
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

一
方
、
レ
シ
ャ
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
家
の
あ
い
だ
に
も

国
際
法
に
相
当
す
る
一
定
の
規
範
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
初
期
の
ス
ィ
ッ
フ
ィ
ー

ン
の
戦
い
や
一
五
世
紀
の
オ
ス
マ
ン
朝
と
ア
ク
コ
ユ
ン
ル
朝
と
の
交
戦
に
ま
つ
わ

る
故
事
を
引
き
な
が
ら
、「
今
も
な
お
崇
高
な
る
国
家
〔
オ
ス
マ
ン
帝
国
〕
は
、
国

際
法
の
大
原
則
た
る
条
約
（‘ahd

）
を
遵
守
す
る
点
で
優
等
か
つ
不
動
の
地
位
に

あ
る
こ
と
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

」
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
た

る
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
道
義
的
優
位
を
説
い
た
。

　

こ
う
し
た
議
論
を
さ
ら
に
進
め
て
本
格
的
な
植
民
地
主
義
批
判
に
発
展
さ
せ
た

の
が
、
レ
シ
ャ
ト
と
同
じ
く
『
警
告
』
で
活
動
し
た
ヌ
ー
リ
ー
で
あ
る
。

一
八
七
三
年
四
月
、
政
府
批
判
の
度
を
強
め
る
『
警
告
』
は
オ
ス
マ
ン
政
府
に
よ

り
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ
、
主
筆
の
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
は
キ
プ
ロ
ス
島
に
流
さ
れ
た
。

ヌ
ー
リ
ー
は
パ
レ
ス
チ
ナ
北
部
の
ア
ッ
カ
ー
に
流
さ
れ
、
同
年
中
に
「
イ
ン
ド
に

つ
い
て
の
論
策
」
と
題
す
る
小
冊
子
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
る）

1（
（

。
ヌ
ー
リ
ー
の
序

文
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
か
ね
て
イ
ン
ド
の
歴
史
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
準
備
し

て
い
た
論
策
の
一
部
を
、「
摘
要
」（tenkîh

）
の
か
た
ち
で
ト
ル
コ
語
に
翻
訳
し

た
も
の
だ
と
い
う）

11
（

。

　

さ
て
、ヌ
ー
リ
ー
は
論
策
本
論
の
冒
頭
に
お
い
て
、一
八
五
七
年
に
発
生
し
た「
イ

ン
ド
大
叛
乱
」
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
各
紙
の
報
道
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
そ
の
誤
り

を
正
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
説
く
。
つ
ぎ
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
イ
ン
ド
植
民
地

化
の
パ
タ
ー
ン
を
紹
介
し
、
北
イ
ン
ド
の
ア
ワ
ド
王
国
や
南
イ
ン
ド
の
マ
イ
ソ
ー

ル
王
国
の
征
服
過
程
を
詳
述
す
る
。
そ
の
後
、
話
題
は
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社

に
よ
る
現
地
住
民
へ
の
虐
待
を
め
ぐ
っ
て
イ
ン
ド
人
が
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
こ

な
っ
た
告
発
の
紹
介
に
移
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
八
五
五
年
六
月
一
六
日
付
の
上
申



成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要　

第
五
十
六
号
（
二
〇
二
一
）

一
〇
〇

書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、イ
ン
ド
に
お
け
る
拷
問
制
度
（işkence 

usûlü

）
は
一
八
〇
六
年
か
ら
一
八
五
二
年
ま
で
継
続
し
た
」
と
い
い
、
イ
ン
ド
の

民
は
「
こ
の
四
六
年
間
の
拷
問
の
つ
け
を
イ
ギ
リ
ス
人
に
払
わ
せ
る
こ
と
を
望
ん

で
い
る
。
か
く
て
、
彼
ら
は
武
器
を
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
れ
に
続
い
て
、
東
イ
ン
ド
会
社
に
雇
わ
れ
た
現
地
人
収
税
吏
に
よ
っ
て
お
こ

な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
虐
待
や
拷
問
が
列
挙
さ
れ
る
。
い
わ
く
、「
食
事
や
水
を
与
え

な
い
」。「
睡
眠
時
間
を
与
え
な
い
」。「
髪
を
ロ
バ
の
尻
尾
に
縛
り
つ
け
、
路
上
で

引
き
回
す
」。「
木
に
縛
り
つ
け
、
下
で
火
を
焚
き
、
煙
で
燻
す
」。
こ
れ
ら
の
残
虐

行
為
に
交
じ
っ
て
、
レ
シ
ャ
ト
が
『
警
告
』
第
六
号
の
論
説
で
言
及
し
た
「
ヒ
ア

リ
の
巣
穴
に
座
ら
せ
る
」
と
い
う
虐
待
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
ヌ
ー
リ
ー
は
、
こ

う
し
た
蛮
行
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
現
代
」
た
る
一
九
世
紀
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ

と
に
驚
き
を
隠
さ
な
い
。

ま
こ
と
に
も
っ
て
中
世
の
刑
吏
た
ち
も
ア
メ
リ
カ
の
極
悪
農
場
主
た
ち
も
、

人
類（ebnâ-yı beşer

）に
加
え
る
虐
待
と
し
て
か
く
も
野
蛮
な（vahşiyâne

）

か
た
ち
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
拷
問
の
な
か
で
最

も
軽
い
も
の
が
、
か
り
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
皇
帝
な
り
ナ
ポ
リ
の
国
王
な
り

の
命
令
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
た
ら
、
イ
ギ
リ
ス
は
怒
り
の
声
を
上
げ
た
だ

ろ
う
し
、
そ
の
両
名
の
君
主
の
名
声
も
公
衆
の
非
難
と
軽
蔑
の
的
に
な
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
う
し
た
拷
問
が
西
暦
一
九
世
紀
に
堂
々

と
出
来
し
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
か
ら
ヌ
ー
リ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
生
じ
て
い
る
諸
民
族
の
自
立
・

独
立
の
動
き
を
有
形
無
形
に
支
援
し
て
い
る
は
ず
の
イ
ギ
リ
ス
が
、
イ
ン
ド
を
は

じ
め
と
す
る
自
国
の
勢
力
圏
下
で
生
じ
て
い
る
同
様
の
動
き
を
抑
え
込
む
こ
と
の

矛
盾
を
衝
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
問
う
。

イ
ギ
リ
ス
人
に
問
お
う
で
は
な
い
か
。
イ
ン
ド
人
が
自
国
に
い
る
圧
制
者

（zâlim
ler

）〔
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
人
〕
を
駆
逐
し
よ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
と
き
、

な
ぜ
イ
ン
ド
人
に
対
し
て
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
た
の
か
、
と
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
い
た
る
と
こ
ろ
で
民
族
主
義
思
想
（m

illiyyet fikri

）
を
喚
起
す
る
こ
と

に
努
め
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
人
、
つ
ま
り
〔
中
略
〕
イ
タ
リ
ア
人
や
マ
ジ
ャ
ー

ル
人
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
に
対
し
て
叛
乱
（‘isyân

）
を
起
こ
し
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
人
が
ロ
シ
ア
に
対
し
て
立
ち
上
が
る
こ
と
を
是
認
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
は
、

な
ぜ
マ
ル
タ
や
七
諸
島
〔
ギ
リ
シ
ア
西
部
の
イ
オ
ニ
ア
諸
島
の
こ
と
〕
や
ジ

ブ
ラ
ル
タ
ル
や
イ
ン
ド
で
も
そ
の
思
想
を
喚
起
し
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
イ

ギ
リ
ス
人
に
問
お
う
で
は
な
い
か
。
他
国
民
（sâ’ir m

illetler

）
に
対
し
て
騒

動
（ihtilâl

）
を
起
こ
す
よ
う
に
と
彼
ら
が
け
し
か
け
た
人
び
と
を
自
国
に
か

く
ま
い
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
庇
護
を
与
え
た
く
せ
に
、
な
ぜ
イ
ン
ド
の
狼
藉
者

た
ち
（ihtilâlciler

）
に
憤
る
の
か
、
と）

11
（

。

　

こ
う
し
て
「
民
族
主
義
思
想
」
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
を
衝
く
ヌ
ー
リ
ー
は
、
し
か
し
「
わ
れ
わ
れ
は
イ
ン
ド
人
に
向
け
て
、
イ
ギ
リ

ス
人
に
対
し
て
叛
乱
（‘isyân

）
を
起
こ
す
よ
う
に
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」



佐
々
木　

紳　

新
オ
ス
マ
ン
人
と
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
―
ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
西
洋
経
験
と
思
想
的
展
開
―

一
〇
一

と
し
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
た
だ
人
道
（insâniyyet

）
と
文
明
（m

edeniyyet

）
の

名
に
か
け
て
も
の
申
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
て）

11
（

、
つ
ぎ
の
よ
う

に
問
い
か
け
、
論
を
結
ぶ
。

最
後
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
い
る
良
心
の
持
ち
主
（erbâb-ı insâf

）
に
問
お
う
で

は
な
い
か
。
あ
る
国
民
（m

illet

）
の
野
蛮
（vahşiyyet

）
を
、
野
蛮
を
も
っ

て
排
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ど
と
考
え
て
い
る
の
か
、
と）

11
（

。

　
『
洞
察
』
や
レ
シ
ャ
ト
が
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
支
配
を
引
い
て
論
じ
た
よ

う
に
、
ヌ
ー
リ
ー
も
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
を
引
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
で
の
所
業
を
批
判
し
、
野
蛮
を
も
っ
て
野
蛮
を
排
す
る
こ
と

の
非
を
「
人
道
」
と
「
文
明
」
の
見
地
か
ら
難
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
激
動
期
の
パ
リ
に
滞
在
し
た
新
オ
ス
マ
ン
人
が
、
み
ず
か
ら
の
西
洋
経

験
を
も
と
に
発
表
し
た
新
聞
論
説
や
小
冊
子
に
見
え
る
植
民
地
主
義
批
判
言
説
を

検
討
し
た
。
帰
国
後
に
『
警
告
』
で
活
動
し
た
新
オ
ス
マ
ン
人
の
一
人
、
レ
シ
ャ

ト
は
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
め
ぐ
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
人
び
と
の
誤
解
を
正
す

べ
く
同
紙
に
発
表
し
た
論
説
の
な
か
で
、「
文
明
」
の
見
地
か
ら
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
へ

の
支
持
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
蛮
行

を
批
判
し
た
。
同
じ
く
『
警
告
』
で
活
動
し
た
新
オ
ス
マ
ン
人
の
一
人
、ヌ
ー
リ
ー

も
、
小
冊
子
「
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
論
策
」
の
な
か
で
、「
人
道
」
と
「
文
明
」
の

見
地
か
ら
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
イ
ン
ド
支
配
の
惨
状
を
告
発
し
た
。両
人
と
も
、「
文

明
」
の
表
象
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
価
値
を
認
め
つ
つ
、
植
民
地
支
配
の
主
体

と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
所
業
に
異
を
唱
え
、
野
蛮
を
も
っ
て
野
蛮
を
排
す
る
こ

と
の
非
を
難
じ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
新
オ
ス
マ
ン
人
が
「
人
道
」
と
「
文
明
」
の
観
点
か
ら

植
民
地
主
義
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
ろ
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
論
壇
で
は
、
普

仏
戦
争
後
の
国
際
関
係
の
再
編
期
に
あ
っ
て
、「
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
」
を
掲
げ
る
ロ
シ

ア
と
「
汎
ゲ
ル
マ
ン
主
義
」
を
掲
げ
る
ド
イ
ツ
と
の
は
ざ
ま
に
立
た
さ
れ
た
オ
ス

マ
ン
帝
国
の
採
る
べ
き
世
界
戦
略
と
し
て
、「
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
の
可
能
性
が

さ
か
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
外
の
ム
ス
リ
ム
同
士
の
連
帯
の

強
化
、
す
な
わ
ち
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
統
一
」（ittihâd-ı İslâm

）
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と

す
る
こ
の
論
議
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
、
ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ
ト
を
主
筆
と
す
る
『
洞

察
』
で
あ
っ
た）

11
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
帰
還
し
て
『
警
告
』
に
集
っ
た
新
オ
ス

マ
ン
人
も
、
一
八
七
二
年
四
月
ご
ろ
か
ら
さ
か
ん
に
な
っ
た
こ
の
汎
イ
ス
ラ
ー
ム

論
議
に
、
や
や
遅
れ
て
参
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
は
『
警
告
』
第
一
一
号
（
一
八
七
二
年
六
月

二
八
日
）
に
そ
の
名
も
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
統
一
」
と
題
す
る
論
説
を
発
表
し
、「
イ

ス
ラ
ー
ム
の
民
は
、
そ
の
統
一
（ittihâd

）
の
か
た
ち
を
、
政
治
的
野
心
だ
と
か

宗
派
紛
争
な
ど
に
で
は
な
く
、〔
イ
ス
ラ
ー
ム
の
〕
説
教
師
の
面
前
で
、
あ
る
い
は

書
物
の
ペ
ー
ジ
の
な
か
で
探
求
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
文
化
的
な
次
元
で

の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
統
一
」
を
優
先
す
べ
し
と
説
い
た）

11
（

。

　

一
方
、
ヌ
ー
リ
ー
は
『
警
告
』
第
一
四
号
（
一
八
七
二
年
七
月
三
日
）
に
発
表



成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要　

第
五
十
六
号
（
二
〇
二
一
）

一
〇
二

し
た
論
説
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ロ
シ
ア
な
ど
で
「
統
一
」（ittihâd

）

を
模
索
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
現
在
、
そ
れ
に
乗
り
遅
れ
な
い
た
め
に
も
イ

ス
ラ
ー
ム
地
域
に
お
け
る
政
治
的
・
軍
事
的
連
携
の
強
化
、
と
く
に
エ
ジ
プ
ト
や

チ
ュ
ニ
ジ
ア
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
「
絆
の
強
化
」（teşyîd-i revâbıt

）
と
「
諸

族
の
融
和
」（im

tizâc-ı akvâm

）
が
不
可
欠
で
あ
る
と
説
く）

1（
（

。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
当
初
は
文
化
的
な
次
元
で
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
統
一
」
の
重

要
性
を
説
い
て
い
た
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
も
、
同
じ
『
警
告
』
第
一
四
号
に
そ
の

名
も
「
諸
族
の
融
和
」
と
題
す
る
論
説
を
発
表
し
、
さ
ら
に
は
同
紙
第
一
七
号

（
一
八
七
二
年
七
月
六
日
）
に
「
世
界
の
趨
勢
」
と
題
す
る
論
説
も
発
表
し
て
、
オ

ス
マ
ン
帝
国
を
中
心
と
す
る
ム
ス
リ
ム
諸
国
の
政
治
的
・
軍
事
的
連
携
の
必
要
性

を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る）

11
（

。「
文
明
」
を
標
榜
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
諸
地
域
に
お
け
る
「
蛮
行
」
を
批
判
し
た
新
オ
ス
マ
ン
人
は
、
そ
れ
に

対
す
る
応
戦
の
方
途
と
し
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
盟
主
と
す
る
ム
ス
リ
ム
の
大
同

団
結
、
つ
ま
り
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
統
一
」
を
唱
道
す
る
方
向
に
議
論
の
舵
を
切
っ

た
の
で
あ
る
。

注（
１
） 

近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
社
会
主
義
思
想
史
の
な
か
に
新
オ
ス
マ
ン
人
の
行

動
や
議
論
を
位
置
づ
け
る
研
究
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。K

erim
 Sadi, 

Türkiye’de Sosyalizm
in Tarihine Katkı, 2nd ed., İstanbul: İletişim

 Y
ayınları, 

1994 [1st ed., 1975]; Serol T
eber, M

ehm
et, Reşat ve N

uri Beyler: Paris 

Kom
ünü’nde Ü

ç Yurtsever Türk, İstanbul: D
e Y

ayınevi, 1986; İlham
i Y

angın, 
O

sm
anlı’da Sosyalizm, İstanbul: Bilgeoğuz, 2009. 

た
だ
し
、ケ
リ
ム
・
サ
ー
デ
ィ
ー

（K
erim

 Sadi

、
一
九
〇
二
～
七
七
年
）
が
青
年
期
に
「
ト
ル
コ
共
産
党
」（T

ürk 
K

om
ünist Partisi

）
に
参
加
し
た
マ
ル
ク
シ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が

え
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
強
い
シ
ン
パ
シ
ー

が
看
取
さ
れ
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。

（
２
） 

新
オ
ス
マ
ン
人
の
立
憲
議
会
論
に
見
え
る
文
明
批
評
と
植
民
地
主
義
批
判
の
一
端

に
触
れ
た
研
究
と
し
て
、
佐
々
木
紳
『
オ
ス
マ
ン
憲
政
へ
の
道
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
四
年
。
ま
た
、
同
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
―
新
オ
ス
マ
ン
人
の

知
的
格
闘
の
軌
跡
」『
史
潮
』
新
八
四
号
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
五
～
一
二
三
頁
。

（
３
） 

た
と
え
ば
、こ
の
三
人
を
創
設
者
と
す
る
秘
密
結
社
「
使
命
」（M

eslek

）
に
つ
い
て
、

当
局
の
捜
査
資
料
を
用
い
て
実
態
解
明
に
挑
ん
だ
研
究
と
し
て
、Burak O

naran, 
Padişahı D

evirm
ek: O

sm
anlı Islahat Çağında D

üzen ve M
uhalefet: K

uleli (1859), 
M

eslek (1867), Saadet Ö
zen, tr., İstanbul: İletişim

 Y
ayınları, 2018 [original 

French ed., idem
, D

étrôner le sultan: D
eux conjurations à l’époque des réform

es 

ottom
anes: K

uleli (1859) et M
eslek (1867), Leuven: Peeters, 2013]. 

ヌ
ー
リ
ー

の
経
歴
お
よ
び
関
連
史
料
の
紹
介
と
し
て
、Şem

settin Şeker, Sadık Bir M
uhalif: 

Yeni O
sm

anlılar’dan M
enapirzâde N

uri Bey ve İbnülem
in’in N

ûru’l-K
em

âl’i, 
İstanbul: D

ergâh Y
ayınları, 2012.

（
４
） 

M
. M

ünir A
ktepe, ed., Vak’a-nüvis Ahm

ed Lûtfî Efendi Tarihi, vol. 12, A
nkara: 

T
ürk T

arih K
urum

u, 1989, p. 98.

（
５
） 

A
li A

ktan, ed., M
uharrerât-ı Nâdire, A

nkara: T
ürk T

arih K
urum

u, 2018, pp. 
44-45.

（
６
） 

“D
ün A

kşam
 A

ldığım
ız M

ühim
m

 T
elgraflar: Paris’de İhtilâl,” Basîret, no. 

317 (1 M
uharrem

 1288 / 23 M
arch 1871), p. 3a-3b.

（
７
） 

ハ
イ
レ
ッ
テ
ィ
ン
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
『
オ
ス
マ
ン
憲
政
へ
の
道
』
の
第
四
章
を

参
照
の
こ
と
。

（
８
） 

H
ayre’l-dîn, “V

ekāyi‘-i Paris,” Basîret, no. 318 (2 M
uharrem

 1288 / 24 M
arch 

1871), p. 3b.

（
９
） 

H
ayre’l-dîn, “Paris V

ukū‘âtı,” Basîret, no. 319 (3 M
uharrem

 1288 / 25 M
arch 

1871), pp. 1b-2a.



佐
々
木　

紳　

新
オ
ス
マ
ン
人
と
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
―
ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
西
洋
経
験
と
思
想
的
展
開
―

一
〇
三

（
10
） 

H
ayre’l-dîn, “H

âller,” Basîret, no. 322 (7 M
uharrem

 1288 / 29 M
arch 1871), 

pp. 1b-2a.
（
11
） 
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
直
接
か
か
わ
る
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
関
連
の
報
道
と
し
て
、
た
と

え
ば
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
政
府
軍
が
パ
リ
市
中
に
放
っ
た
二
発
の
砲
弾
が
オ
ス
マ
ン
大

使
館
の
敷
地
内
に
着
弾
し
、
建
物
が
損
傷
し
た
と
の
記
事
が
見
え
る
。Basîret, no. 

342 (1 Safer 1288 / 22 A
pril 1871), p. 1a-1b.

（
12
） 

以
上
、
い
わ
ゆ
る
「
ム
ク
ラ
ー
ニ
ー
の
叛
乱
」
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
ル
ル=

ロ
ベ
ー
ル
・
ア
ー
ジ
ュ
ロ
ン
『
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
近
現
代
史
』（
私
市
正
年
・
中
島
節

子
訳
、
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
）
白
水
社
、
二
〇
〇
二
年
、
六
二
～
六
六
頁
。
ま
た
、
私
市

正
年
『
北
ア
フ
リ
カ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
運
動
の
歴
史
』
白
水
社
、
二
〇
〇
四
年
、

五
八
～
五
九
頁
。

（
13
） 

“Cezâyir ile Bir ‘Â
lem

-i İslâm
iyyet’de İnkılâb,” Basîret, no. 328 (14 

M
uharrem

 1288 / 5 A
pril 1871), p. 1b.

（
14
） 

平
野
千
果
子
『
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
の
歴
史
―
奴
隷
制
廃
止
か
ら
植
民
地
帝
国
の

崩
壊
ま
で
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
六
五
～
七
一
頁
。

（
15
） 

“Cezâyirlileri m
uhâkem

e edelim
,” Basîret, no. 373 (5 Rebî‘ü’l-evvel 1288 / 25 

M
ay 1871), p. 2b.

（
16
） 

“M
u‘teber birkaç im

zâlı m
atba‘am

ıza vârid olan varakanın sûretidir: 
Basîret gazetesine teşekkür,” Basîret, no. 375 (7 Rebî‘ü’l-evvel 1288 / 27 M

ay 
1871), pp. 2c-3b.

（
17
） 

Ibid., p. 3a.

（
18
） 

“M
ukābele T

eşekkür,” Basîret, no. 376 (9 Rebî‘ü’l-evvel 1288 / 29 M
ay 

1871), p. 1b-1c. 

（
19
） 

こ
の
連
載
は
、
一
八
七
一
年
六
月
初
旬
か
ら
七
月
初
旬
に
か
け
て
、
九
回
に
わ
た
り

お
こ
な
わ
れ
た
。“T

a‘rîf-i Cezâyir,” Basîret, nos. 382-409 (16 Rebî‘ü’l-evvel 
1288-18 Rebî‘ü’l-âhır 1288 / 5 June 1871-7 July 1871).

（
20
） 

Ebü’l-ziyâ, “Y
eni ‘O

sm
ânlılar T

ârîhi,” Yeni Tasvîr-i Efkâr, no. 223 (13 January 
1910), p. 4; ibid., no. 268 (27 February 1910), p. 4. 

メ
フ
メ
ト
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で

発
行
し
た
ト
ル
コ
語
新
聞
『
革
命
』
は
、
短
命
に
終
わ
り
な
が
ら
も
、
オ
ス
マ
ン
朝

君
主
の
廃
位
を
唱
え
る
な
ど
新
オ
ス
マ
ン
人
の
機
関
紙
の
な
か
で
最
も
急
進
的
な

論
調
を
と
っ
た
。M

. K
aya Bilgegil, Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Ü

zerinde 

Araştırm
alar I: Yeni O

sm
anlılar, A

nkara: Baylan M
atbaası, 1976, pp. 138-281.

（
21
） 

Ebü’l-ziyâ, “Y
eni ‘O

sm
ânlılar T

ârîhi,” Yeni Tasvîr-i Efkâr, no. 270 (29 
February 1910), p. 4.

（
22
） 

M
ithat Cem

al K
untay, Nam

ık Kem
al: D

evrinin İnsanları ve O
layları Arasında, 

vol. 1, İstanbul, M
aarif M

atbaası, 1944, pp. 383-385.

（
23
） 

Şeker, op. cit., p. 194.

（
24
） 

O
naran, Padişahı D

evirm
ek, p. 343.

関
連
資
料
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
は
、ibid., pp. 

398-399.

（
25
） 

Şeker, op. cit., p. 44; O
naran, Padişahı D

evirm
ek, pp. 344-345.

（
26
） 

Reşâd, “D
evâ’ir-i Belediyye T

arafdârânı,” ‘ İbret, no. 3 (11 Rebî‘ü’l-âhır 1289 / 
18 June 1872), pp. 2c-3c.
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